
水域（公共空地）占用許可申請書
年　　月　　日
　　
　沖縄県北部土木事務所長　　殿

申請人　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　
　　担当者　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先


　　下記のとおり港湾区域（港湾隣接地域）内の水域（公共空地）を占用したいので、許可されるよう申請します。

記

	港湾名
	

	占用の地種目
	

	占用の場所
	

	占用の目的
	

	占用の面積
	

	占用の期間
	

	占用料
	

	設置工作物の名称
	

	設置工作物の構造
	

	工事の期間
	

	工事の方法
	

	その他の必要な事項
	


　




（注）(１)　この申請書（添付図書類）は、２部提出すること。
　　　　(２)　「占用の面積欄」には、占用の目的別にその面積を記入すること。
　添付図書類
　　(１)　位置図（参考：縮尺５万分の１以上）
　　(２)　平面図（参考：縮尺1000分の１以上）
　　(３)　求積図（参考：縮尺1000分の１以上）
　　(４)　構造図（参考：縮尺100分の１以上）
　　(５)　横断面図（参考：縮尺200分の１以上）
　　(６)　縦断面図（参考：縮尺500分の１以上）
　　(７)　設計書
　　(８)　仕様書
　　(９)　利害関係者の承諾書
(10)　その他所長が必要と認める資料

占用条件

１　占用料は、単年度徴収とし、別途沖縄県知事が発行する納入通知書により指定する期日までに納入しなければならない。ただし、占用の許可に係る占用料が改正された場合は、その翌年度から改正後の占用料に基づき納入しなければならない。

２　許可を受けた者は、この許可に基づく権利を譲渡し、転貸し、又は、担保に供してはならない。

３　許可を受けた者は、許可に係る行為に起因して第三者に損害を与えることのないよう十分措置を講じ、万一損害を与えた場合は誠意をもってこれを処理しなければならない。

４　許可を受けた者は、安全確保のため必要な措置を講じると共に災害及び公害の発生の防止に必要な措置を講じなければならない。　また、沖縄県知事が必要として指示を行う場合は、その指示に従わなければならない。

５　許可を受けた者は、占用期間中見やすい場所に港湾区域内及び港湾隣接地域内における占用等の許可手続等に関する規則（昭和４７年沖縄県規則第１６１号）第９条に基づく標識を設置しなければならない。

６　許可期間満了後も継続して占用するときは、期間満了日の３０日前までに申請しなければならない。


７　許可を受けた者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の許可を受けなければならない。また、住所又は氏名の変更をしたときは、遅滞なくその旨沖縄県知事に届け出なければならない。

８　許可を受けた者が許可を受けた行為を廃止し、または、不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったときは、その事実の生じた日から１５日以内に沖縄県知事に届け出なければならない。

９　許可を受けた者は、当該許可がその効力を失ったときは、直ちに占用物件を現状に回復し、１４日以内に返還届を提出し、所管の土木事務所の検査を受けなければならない。

10　許可を受けた者が死亡し、又は、合併により消滅したことに伴い、許可に基づく地位の承継があったときは、その事実の生じた日から１ヶ月以内に知事ち届け出なければならない。

11　次の各号（１）又は（２）に該当するときは、本許可を取り消し、変更し、又は原状回復を命じることがある。
（1） 公用又は公共の用に供するため必要が生じたとき。
（２）許可条件に違反したとき。

12　前項の場合において、当該処分により損失が生じてもその補償は行わない。

